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作成日 ：2006年9月20日

改訂日 ：2008年6月28日

1.製品及び会社情報

製品名 ：シリコンオフNEO SUPER EXPRESS

供給者情報

　会社名 ：エフイートレード株式会社

　住所 ：神奈川県藤沢市弥勒寺75-1

　TEL ：0466-50-2422 

　FAX ：0466-50-2430

　担当部署 ：商品管理部

2.危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響 ：引火性液体

GHS分類

　物理化学的危険性 ：引火性液体 区分2

　健康に対する有害性 ：急性毒性（経口） 区分外

：急性毒性（経皮） 区分外

：急性毒性（吸入・蒸気） 区分外

：皮膚腐食性/刺激性 区分2

：眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分2A

：呼吸器感作性 区分外

：皮膚感作性 区分外

：生殖細胞変異原性 区分2

：発がん性 区分1B

：生殖毒性 区分1B

：特定標的臓器/全身毒性（単回暴露） 区分2

：特定標的臓器/全身毒性（反復暴露） 区分1

：吸引性呼吸器有害性 区分1

　環境に対する有害性 ：水生環境有害性（急性） 区分1

：水生環境有害性（慢性） 区分2

※上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示

注意喚起語 ：危険

危険有害性情報 ：引火性の高い液体及び蒸気

：急性毒性範囲数値以下に基づき区分外

製品安全データシート
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：皮膚刺激

：重篤な眼への刺激

：呼吸器感作性に関する情報なし

：皮膚感作性に関する情報なし

：遺伝性疾患のおそれの疑い

：発がんのおそれの疑い

：生殖能または胎児への悪影響のおそれ

：臓器の障害のおそれ

：長期又は反復暴露による肝臓の障害

：飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ

：水生環境有害情性（急性）水生生物に非常に強い毒性

：水生環境有害情性（慢性）長期的影響により水生生物に

　毒性

注意書き ：容器を密栓しておくこと。

：熱/火花/裸火/高温のものから遠ざけること。禁煙。

：保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。

：静電気放電に対する予防措置を講ずること。

：火花を発生しない工具を使用すること。

：すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

：取り扱い後はよく手を洗うこと。

：粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

：この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

：皮膚にかかった場合は、直に汚染された衣類をすべて脱

　ぐこと。

：皮膚を多量の水で洗い流すこと。

：眼に入った場合は、多量の水で15分間以上良く洗い流す

　こと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外

　せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

：眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。

：暴露又は暴露の懸念がある場合は、医師の診断を受ける

　こと。

：暴露した場合は、医師の診断を受けること。

：飲み込んだ場合は、無理に吐かせず直に医師の診断を受

　けること。

：換気の良い冷暗所に保管すること。

：施錠して保管すること。

：内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を

　受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3.組成、成分情報

単一化学物質・混合物の区分：混合物

化審法番号
ᴮὪᴯὤὩ
ᴮὩᴯὤὭ
ᴮὰᴯὤὮ
ὪὤὩὩὪὪ
ᴮὩᴯὤὨὧὬ
ᴮὩᴯὤὨὨὫ 1～5

20～30

20～30

20～30

1～5

テトラクロルエチレン

CAS No.

ὨὧὯὤὯὯὤὪ
ὨὨὧὤὬὫὤὪ
ὭὫὮὫὩὤὫὯὤὰ
ὨὨὧὤὯὩὤὮ
ᴮὮὰᴯὤὧὨὤὭ
ὨὩὮὤὨὯὤὫ

成分 含有量（％）

5～10

トリクロルエチレン

シクロヘキサン

トルエン

N-ヘキサン

ゴム揮発油
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4.応急措置

眼に入った場合

・直に多量の水で15分間以上まぶたの裏まで洗い流し、医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合

･多量の石鹸水で付着した部分を洗い流す。皮膚に異常がある場合は医師の診断を受ける。

吸入した場合

・直に新鮮な空気の場所に移動させ、安静にする。意識がない場合は人口呼吸を行う。

・医師の診断を受ける。

　　　　

　　　　 飲み込んだ場合

・無理に吐かせないで直に医師の診断を受ける。

5.火災時の措置

消火剤 ：炭酸ガス、泡、粉末

使ってはならない消化剤 ：水、乾燥砂

火災時の特定の危険有害性 ：有害燃焼生成物

消火方法 ：可燃性の物を周囲から、素早く取り除くこと。

：指定の消火器を使用すること。

：水を消火に用いてはならない。

消火を行う者の保護 ：適切な保護具(耐久性着衣など）を着用する。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

・作業の際には適切な保護手袋、保護眼鏡等を着用する。

環境に対する注意事項

・乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させ回収する。

・多量に漏出した場合は、土のう等で囲って流出を防止する。

・河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込めおよび浄化方法・機材

・漏出物は空容器に回収し、安全な場所に移す。

・付着物、廃棄物等は、関係法規に基づいて処理をする。

・付近の着火源･高温体及び可燃物を素早く取り除く。

・着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

・衝撃、静電気で火花が発生しないような材料の用具を用いて回収する。

7.取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意

・取扱いは換気のよい場所で行い、発散した蒸気を吸い込まないようにすること。

・保護眼鏡、保護手袋等を着用し、眼と皮膚との接触を避ける。
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・周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

・容器を転倒または落下させたりして、衝撃を与えてはならない。

保管上の注意

・直射日光を避け、換気のよい場所で容器を密栓し保管する。

・他の容器に移し替えて保管しないこと。

8.暴露防止及び保護措置

設備対策

・取扱設備は防爆型を使用する。

・排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。

・液体の輸送、汲み取り、攪拌などの装置についてはアースを取り付けるように設備
　すること。

・高濃度となる作業所内では、密栓された装置、機器または局所排気装置を設けるこ

　とが望ましい。

・取扱い場所で使用する電気機器のスパーク等に十分注意をし、機器類は静電気対策

　を講じる。

・密閉場所（タンク内部、室内、床下等）で作業する場所には密栓場所、特に底部ま

　で充分に換気できる装置を取り付ける。

管理濃度 ：50ppm[トルエン]

：40ppm[N-ヘキサン]

：規定数値なし[ゴム揮発油]

：規定数値なし[シクロヘキサン]

：25ppm[トリクロルエチレン]

：50ppm[テトラクロルエチレン]

許容濃度

・日本産業衛生学会 ：50ppm[トルエン]

：40ppm[N-ヘキサン]

：100ppm[ゴム揮発油]

：150ppm[シクロヘキサン]

：25ppm[トリクロルエチレン]

：50ppm[テトラクロルエチレン]

・ACGIH TWA ：50ppm[トルエン]

：40ppm[N-ヘキサン]

：400ppm[ゴム揮発油]

：300ppm[シクロヘキサン]

：50ppm[トリクロルエチレン]

：25ppm[テトラクロルエチレン]

保護具

・保護眼鏡 ：適切な保護眼鏡を着用する。

・保護手袋 ：耐久性のある保護手袋を着用する。

・保護衣 ：適切な保護衣を着用する。

・呼吸保護具 ：有機ガス用防毒マスクを着用する。

：密栓された場所では送気マスクを着用する。

：その有害性物質に対して適切な保護の出来るマスク着用

　する。
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9.物理的及び化学的性質

外観 ：無色透明液体

臭気 ：溶剤臭

ｐH ：-

凝固点 ：-12℃

沸点 ：66℃～160℃（乾点）

引火点 ：-12℃

発火点 ：230℃

爆発限界（vol％） ：下限0.3　上限54.5

蒸気圧(Pa) ：35000

蒸気密度 ：3.18（空気＝1）

比重 ：0.793

溶解性 ：水に不溶

オクタノール/水分配係数 ：データなし

分解温度 ：データなし

10.安定性及び反応性

安定性

・常温では反応性はない。

避けるべき条件

・直射日光を避ける。

・周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。

・衝突を避ける。

危険有害性反応可能性

・特に情報なし

混触危険物質

・第1種　酸化性固体（塩素酸塩類等）及び第6類　酸化性液体（過酸化水素類等）

　混触後一定時間を経過してから急激に反応がおこり、発熱、発火や爆発に至る可能

　性がある。

危険有害な分解生成物

・NOX CO2が発生する

11.有害性情報 

急性毒性

　人に対する影響

　・吸入すると急性の有害のおそれがある。

皮膚腐食性/刺激性 ：情報なし

発がん性 ：情報なし

12.環境影響情報

生態毒性
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・急性　 ：水生生物に非常に強い毒性

・慢性　 ：長期的影響により水生生物に毒性

　

分解性･残留性

・分解性 ：難分解性

・濃縮性 ：低濃縮性

生態蓄積性 ：情報なし

13.廃棄上の注意

廃棄残留物の記述とその安全な取扱いに関する情報

・容器、機械装置等の洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さないこと。

・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても「廃棄物の処理及び清掃に関

　する法律」及び関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

・廃液は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に適切な処理を委託する。

使用済容器

・容器等の廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者に適切な処理を委託する。

14.輸送上の注意

国際規制

　国連分類 ：クラス3　PGⅡ

　国連番号 ：1263

　指針番号 ：128

　品名 ：シンナー（引火性液体）

　海洋汚染物質 ：混合品の為、特定できず。

国内規制

　港則法 ：情報なし

　船舶安全法 ：情報なし

　航空法 ：情報なし

輸送時の安全対策及び条件

・運搬に際しては、容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下損傷がないよう積み

　込み、荷崩れの防止を確実に行う。

15.適用法令

労働安全衛生法 ：有機則　第1種有機溶剤

毒物及び劇物取締法 ：非該当

消防法 ：第4類第1石油類　引火性液体類

化学物質管理促進法 ：第一種指定物質

大気汚染防止法 ：揮発性有機化合物（VOC)該当

16.その他の情報

主な引用文献

・独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE)
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・化学商品（化学工業日報社）

・化学物質環境・安全管理用語辞典、化学工業日報社

・MSDS(化学物質安全性データシート）用語集、化学工業日報社

※この製品安全データシートは、現時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成し

　ておりますが、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場

　合は含まれておりません。

　取扱いの際にはこのデータシートを参考として適用法令に従い、自らの責任において使

　用条件、使用目的を考慮の上、適切な取扱いが必要であることを認識頂き活用されるよ

　うお願い致します。


